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ソフトウェア使用許諾規約 

 

第 1 条 （目的） 

１. 本規約は、本ソフトウェアをお客様がご使用になる際の条件を記載したものです。お客

様が本ソフトウェアを、お客様のパーソナルコンピュータ、当社製 IC リーダー／ライ

ター（以下「ピットタッチシリーズ」といいます）等にインストールする場合または本

ソフトウェアが搭載されたピットタッチシリーズを利用する前に、本規約の全ての条

項に拘束されることに承諾されたものとします。本規約の条項に同意されない場合に

は、お客様は本ソフトウェアを使用することができません。 

 

第 2 条 （使用権の許諾） 

１． 当社は、お客様に対して、ピットタッチシリーズのソフトウェアの利用、更新、設定変

更その他お客様によるピットタッチシリーズの使用に必要な範囲で、本規約に定める

条件に従い、本ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権を無償で許諾します｡ 

２． 本ソフトウェア製品及び本ソフトウェアは日本国内においてのみ使用できます。 

 

第 3 条 （権利の帰属及び使用制限） 

１. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の権利は当社に帰属し、お客様は本規約に

基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。また、本規約は、お客様

に対して本ソフトウェアの著作権及びその他の権利を移転又は譲渡するものではあり

ません。 

２. お客様は、当社の許諾を得ずに次の各号に該当する事項を行うことができません。 

(1) 本規約が認める以外の目的で、本ソフトウェアを使用すること 

(2) 本ソフトウェアを複製又は改変すること（バックアップ目的の複製を除く） 

(3) 本ソフトウェアを第三者に販売、譲渡、質入、貸与または頒布すること 

(4) 本ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブ

ル等の解析行為を行うこと 

 

お客様へのお願い 

当社が頒布するソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といい、プログラムに付随す

るマニュアル等のドキュメント類を含みます）は、お客様が本規約の条項について株式

会社スマート・ソリューション・テクノロジー（以下「当社」といいます）と同意する

ことを条件にその使用を許諾されます。 

本規約の条項を承諾いただけない場合には、未開封のまま速やかにお客様が購入され

た販売店に返却してください。 
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第 4 条 （免責事項） 

１. 当社は、お客様その他の第三者が本ソフトウェアに関連して直接又は間接に被ったい

かなる損害に対しても、賠償等の一切の責任を負わず、お客様は当社を免責するものと

します。 

２. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアに関して、使用目的への適合性の保証、商品性

の保証、第三者の権利侵害及び契約不適合責任も含め、明示であると黙示であるとを問

わず、如何なる責任も負いません。当社がこれらの可能性について事前に知らされてい

た場合も同様です。 

３. 本ソフトウェアにバグ等の契約不適合が存在した場合、当社は、自らの裁量で修正対応等を

実施し当社ホームページまたは電子メール等で配布しますが、バグの修正や機能追加、バー

ジョンアップ作業等についてその遂行義務を負うものではありません。 

４. 当社は、お客様に対して､本ソフトウェアに関するいかなる技術的役務の提供義務も負

いません。 

 

第 5 条（規約の変更） 

1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約又は本ソフトウェアの内容の変更、修

正、配布方法等の変更、提供の一時停止、中止を実施することができます。 

(1) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。 

(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の

相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

2. 本規約に別段の定めがある場合を除き、規約を改定する場合は、2 週間以上の告知期間

を定めたうえ、当社はインターネットの利用その他の合理的と判断する方法により改

定内容等を告知するものとし、当該告知期間の経過後、改定の効力が生じるものとしま

す。 

 

第 6 条 （その他） 

１. 本規約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づいて解釈されます。また、本規

約に関する紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とします｡ 

 

第 7 条 （使用の終了） 

１. お客様が本規約のいずれかの条項に違反した場合、お客様への使用許諾は自動的に終

了します。この場合、お客様は本ソフトウェアを直ちに破棄するものとします。 

２. 上記の場合、弊社は、お客様によって被った損害をお客様に請求することができます。  
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